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図書館からのお知らせ

図書館だより町立図書館　　　　 ☎ 41-1900　FAX 44-5661
金ケ崎町西根西地蔵野 5　開館時間：10：00 ～ 19：00

※開館日・時間変更の場合あり

子育て支援課からのお知らせ

子育て広場子育て支援課　　 　　 ☎ 44-4611　FAX 47-3413
金ケ崎町西根鑓水 53　     　 

information
■こどもおはなし会
　10 月は、図書館空調設備工事及び LED 化
　工事による図書館臨時休館のため、お休みと
　なります。
■一般企画展
　「防」～何が起こるかわからない今だからこそ～
　▶期間　９月 28 日㈰まで
　▶場所　展示コーナー
■児童企画展　本でひろがる！ひらめきの世界
　▶期間　９月 28 日㈰まで
　▶場所　児童列車コーナー
■ 10 月移動図書館車「まなびぃ号」
　22 日㈬新田小沢商店前▶阿部農園前▶百岡公民館
　23 日㈭一の台▶瘤木公民館▶東町公民館
■ 10 月の休館日　
　10 月１日㈬～ 11 月 17 日㈪まで、図書館
　空調設備更新工事及び LED 化工事のため
　臨時休館となります。

金ケ崎中学校職場体験「わたしの推し本！」
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本のタイトル：『月魚』　著者：三浦　しをん　出版：角川書店

◇紹介コメント
　この本は「何とも言えない。」と私は思います。
どう表せば良いのか分からない登場人物の空気
間、けれども他愛のない自然な会話や心情が病み
つきになる本です。

山の恵みの収穫より安全第一 交交
番番
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問 金ケ崎交番
（☎ 44-５２２７）

　 永岡駐在所
（☎ 44-３３１０）

　昨年、県内でも匿名・流動型犯罪グループ
から拳銃１丁が押収されています。
　また、インターネット通販サイトでは海外
製玩具拳銃の一部に実銃と同様の発射能力を
有する違法な製品が確認されています。
　銃器犯罪のない平穏な社会を築くため、皆
様へのお願いです。拳銃を「見た」、拳銃の
話を「聞いた」、拳銃を持っている人を「知っ
ている」等があれば、下記連絡先もしくは最
寄りの警察署への情報提供をお願いします。
■警察安全相談電話
　受付電話番号「＃９１１０」
■拳銃１１０番報奨制度
　この制度は、あなたの情報を基に拳銃が押
収され、犯人が検挙されたとき、状況に応じ
て報奨金が支払われる制度です。
　通報受付電話番号は、「０１２０－１０－
３７７４（ジュウ　ミナナシ）」です。

　キノコ採りの遭難事故を防ぎましょう。
■県内では過去５年で 10 名死亡、
　１名が行方不明に
　県内では昨年、５名の方がキノコ採り中に遭難し、
うち２名の方が亡くなっています。主な原因は転落・
滑落・道迷いで、いずれも 65 歳以上の方でした。
■装備や準備を万全に
　キノコ採りで山に出掛けるときは、次のことを心
掛けましょう。
ア　家族や知人に行き先、帰宅予定時刻を知らせ、
　　早出・早帰りする。
イ　複数人で出掛け、山の中ではお互いの位置を
　　確認しながら行動する。
ウ　体調が優れないときや天候が悪いときは無理
　　をしない。
エ　救出に欠かせない携帯電話は必ず携行する。
オ　万一に備え、食料・雨具・懐中電灯などを持
　　参する。
カ　熊による被害が発生していることから、熊よ
　　けの鈴やラジオを携行する。

拳銃等違法銃器の根絶
―NO！GUNS　
　　私たちの街に拳銃はいらない―

スマホ講習会を開催
　９月からスマホ講習会を開催しています。
　この講習会では、マイナポータルの利用や
地図アプリの使い方、スマホで確定申告する
方法など、暮らしに役立つスマホの活用術を
学べます。また、災害時の緊急連絡やクマの
目撃情報、地域の情報を受け取れる「かねが
さき info」の導入方法・活用方法もご紹介。
安全安心にインターネットを利用するための
知識もお伝えします。
　スマホ初心者の方やスマホをお持ちでない
方も安心してご参加いただけます。ぜひこの
機会に、スマホの便利さを体験してみません
か？

■日時　９月５日～ 11 月 27 日　週１回
■場所　中央生涯教育センター（全７回）、
　　　　各地区生涯教育センター（各１回）
■定員　各講座８名　事前のお申し込みが必要
■参加費　無料
■持ち物　スマートフォン（お持ちでない方へ
の貸し出しあり）
問　総務課広報公聴係（内線 2311）
平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
場所ごとの講座内容等の詳細は　→　 

里親とは？
　県内には、それぞれの事情により親と離れて暮らす
子どもたちがいます。その子どもたちを自分の家庭に
迎え入れ、温かい愛情と正しい理解をもって養育する
人を「里親」といいます。全ての子どもたちが温かい
家庭で、愛されながら育つことが大切です。

里親になるには？
　里親になるためには、所定の研修を受けるなどの
要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありませ
ん。研修を受講後、一定の手続きを経た上で、県知
事が里親として認定し、登録をします。
■要件　
〇養育里親研修・養子縁組里親研修を受講し、修了
していること（基礎研修２日、登録前研修４日）
〇経済的に困窮していないこと
〇欠格事由に該当しないこと（里親になる人及び同
居人）

【欠格事由】児童虐待など児童の福祉に関し不適当
な行為をした者等
　里親制度について、関心がある人は、お問い合わ
せください。
問　里親支援センターぜんゆう

（☎ 019-656-8911）

10 月は里親月間です
フォスタリングマーク▶

（里親普及のシンボルマーク）

　こども家庭庁では、毎年 10 月を「里親月間」と
位置づけ、里親制度に対する理解を進めるための集
中的な広報啓発を実践しています。

【町の展示コーナー】
　町では、里親制度についての展示コーナーを設け
ますので、ぜひご覧ください。
■期間　10 月３日㈮～ 15 日㈬
■場所　役場１階エントランスホール


